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1.執行機関の別

2.都道府県名

3.市区町村名

4.届出番号

5.独自利用事務の事例番
号

6.届出書を公表している
ウェブページのアドレス

1.準ずる法定事務の名称と趣旨又は目的の内容等
jミ;■1

委員会規則第3条第1項に基づく届出書

①事務の名称

0知事

Jリi玉イ、ミ辛'ー、,、'、 0'1で学タ、、゛
、1毛ヌ、、、"、'、,、 1'"r 、ニノ
、1J,0学.'イノ、Yナ、

1:都道府県知事・市区町村長等

http://WW.city.takarazuka.hyogo.炉/kurashvl012210/index.htm}

④番号法第9条第2項に基づ
き定める条例の名称及び①
の該当部分

'赫法建^1、y・み

兵庫県

宝塚市

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

⑤事務の趣旨又は目的が規
定されている箇所

⑥市区町村長等

Ⅱ

65-1

⑥事務の趣旨又は目的

'i

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第一条

、キY コ左↓コッJ ゴノー盆〔」

この法律は、量壬家庭笠及び寡婦の福祉に関する原理を明ら力北するとともに、
母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講
じ、もつて母王家庭笠及び寡婦の福ま止を図亙ことを目的とする。

執行機関名宝塚市長

、リ

ひとり親等の医療費助成に関する事務

、ーー§鹸^貞困↓^二1・、.弓熊1地;
宝塚市福祉医療費の助成に関する条例(平成3年条例第17号)による医療費の助
成に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭、父子家庭の母、父、子)

令和3年6月15日

口中止

宝塚市個人番号の利用等に関する条例別表第1 第1の項
宝塚市福祉医療費の助成に関する条伊」(平成3年条例第17号)による医療費の助
成に関する事務であって規則で定めるもの

、さ゛ユ,、、゛、゛、督'、'、、、、ψ゛1'、、き宅訊ミ、ゞー、'1ミ註゛"、4ン1'0に,

宝塚市福祉医療費の助成に関する条例第1条

この条例は、高齢期移行者、乳児、幼児、小児、身体障碍者、精神障碍者、知的
障碍者、
れらの者の保健四向上に寄与するとともに、福ま止四壇進を図ることを目的とする。
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壬X 壬 び'児に対して医療費の一部を助成し、もってこ
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